
様式第二号の九（第八条の四の六関係）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 950-8512

住所

法人名

代表者 志村 正臣

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 025-364-1044

事  業  場  の  名  称

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 中分類

から

　産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 0 t 全処理委託量 0 t

t 0 t

t 0 t

t t

t t

（第1面）

令和7年6月2日

新潟県新潟市中央区東大通1-3-1 (INPEX新潟
ビルディング)

株式会社 INPEX JAPAN 開発・生産本部　削井
ユニット

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 6 年度の産業廃棄
物処理計画の実施状況を報告します。

株式会社 INPEX JAPAN 開発・生産本部　削井ユニット

新潟県新潟市中央区東大通1-3-1 (INPEX新潟ビルディング)

C－鉱業，採石業，
砂利採取業

産業廃棄物処理計画にお
ける計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の
量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 汚泥 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃プラスチック類 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.3

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 木くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.4

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃油 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.5

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 安定型混合廃棄物 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考
１　翌年度の6月30日までに提出すること。
２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。　
３　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入
すること。
４　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入する
こと。
(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量
(2)　②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
(3)　③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量
(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量
(7)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量
(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
(9)　⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量
(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の１１第２号に
該当する者）への処理委託量
(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量　
５　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。
６　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃棄物処理計画の実
施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

















































様式第二号の八（第八条の四の五関係）

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本産業規格　Ａ列４番）

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

■汚泥　→　脱水・焼却処理　→　セメント原料等
■廃プラスチック類・廃家電類・安定型混合廃棄物
　→　破砕　→　再生利用　→　サーマルリサイクル
■金属くず　→　破砕　→　再生利用
■がれき類　→　破砕　→　路盤材　→　再生利用
■ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず・及び陶磁器くず
　→　破砕　→　再生利用
■木くず　→　破砕　→　製紙原料　→　再生利用
■廃油→再生処理

（第１面）

③ 従 業 員 数
東日本電信電話株式会社
社員数 4,700人

産業廃棄物処理計画書

千葉県千葉市中央区富士見1丁目12-17

東日本電信電話株式会社　千葉事業部
　　　　千葉事業部長　　井上　暁彦

043-239-4955

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その
処理に関する計画を作成したので、提出します。

東日本電信電話株式会社 千葉事業部

千葉県千葉市中央区富士見1丁目12-17
（千葉市・船橋市・柏市を除く千葉県内各事業所）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

① 事 業 の 種 類 G－情報通信業

② 事 業 の 規 模 資本金　３,３５０億円

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

令和7年　6月　30日

〒260-0015



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】　

（第２面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 汚泥 廃プラスチック類

排出量 0 8.6

３Ｒの取組み。
・減量化　　⇒　分別排出の実施（担当者の勉強会等実施）
・再利用　　⇒　利活用の推進
・再資源化　⇒　プラスチック類の再商品化

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 汚泥 廃プラスチック類

排出量 0 8.1

・更なるリサイクル率の向上と再利用の推進。

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・更改作業ごとに分別、再資源回収を実施し産業廃棄物の削減を図ってい
る。

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

・現状を維持し、管理徹底を図る。



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

【前年度（令和6年度）実績】　

（第３面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 汚泥 廃プラスチック類

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 汚泥

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 中 間 処 理 に よ り 減 量 し た
産 業 廃 棄 物 の 量

廃プラスチック類

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 汚泥 廃プラスチック類

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 中 間 処 理 に よ り 減 量 す る
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 汚泥 廃プラスチック類

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

【前年度（令和6年度）実績】　

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

・ 委託処理業者のリサイクル率を監視。契約更改時、委託処理会社に対し
リサイクル率等の向上に向けた目標を掲げさせた。

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 汚泥 廃プラスチック類

全 処 理 委 託 量 _ 0 8.6

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 0 8.6

再 生 利用業 者 への
処 理 委 託 量

0 8.6

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

（第４面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 汚泥 廃プラスチック類

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 汚泥 廃プラスチック類

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 汚泥 廃プラスチック類

全 処 理 委 託 量 _ 0 8.1

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 0 8.1

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0

・現状を維持し、管理徹底を図る。

※事務処理欄

8.1



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

0 ｔ 1.2 ｔ 1624.6 ｔ 50.4 ｔ 0.3 ｔ 105.7 ｔ 0.4 ｔ ｔ

0 ｔ 1 ｔ 1560.5 ｔ 46.7 ｔ 0.2 ｔ 99 ｔ 0.3 ｔ ｔ

ｔ ｔ

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
ｔ ｔ

ｔ

金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずがれき類

自ら中間処理により減量する

②計画

【目標】

ｔ ｔ

金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずがれき類 安定型混合廃棄物

ｔ ｔ

【前年度（令和６年度）実績】　

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら熱回収を行った①現状

ｔ

廃電気機械器具 廃電池類がれき類 安定型混合廃棄物

ｔ ｔ

自ら再生利用を行った

水銀使用製品産業廃棄物

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量

金属くず

ｔ

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

ｔ

水銀使用製品産業廃棄物

ｔ

ｔ

産業廃棄物の量
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

ｔ ｔ

①現状

②計画

【目標】

金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずがれき類 安定型混合廃棄物

金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずがれき類 安定型混合廃棄物

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

【前年度（令和６年度）実績】　

廃電池類

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

ｔ ｔ

産業廃棄物の種類

ｔ

【前年度（令和６年度）実績】　

水銀使用製品産業廃棄物

ｔ

金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずがれき類 安定型混合廃棄物 廃電気機械器具 廃電池類

ｔ ｔｔ

ｔ

安定型混合廃棄物

ｔ

ｔ

②計画

水銀使用製品産業廃棄物

ｔ

ｔ

産業廃棄物の量
ｔ

産業廃棄物の量
ｔ

廃電気機械器具

ｔ

廃電気機械器具

水銀使用製品産業廃棄物

ｔ

廃電気機械器具 廃電池類

ｔ ｔ

ｔ ｔ

廃電池類

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

水銀使用製品産業廃棄物廃電気機械器具 廃電池類



0 ｔ 1.2 ｔ 1624.6 ｔ 50.4 ｔ 0.3 ｔ 105.7 ｔ 0.4 ｔ ｔ

0 ｔ 1 ｔ 1560.5 ｔ 46.7 ｔ 0.2 ｔ 99 ｔ 0.3 ｔ ｔ

認定熱回収業者への

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

処理委託量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への

処理委託量

再生利用業者への

49.3 ｔ

処理委託量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への

処理委託量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

0

②計画

金属くず

ｔ ｔ

金属くず

ｔ 50.4 ｔ

ｔ ｔ

1.2 1624.6

金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずがれき類 安定型混合廃棄物

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

がれき類

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

ｔ

がれき類 安定型混合廃棄物

1.2 1624.6

ｔ ｔ

ｔ ｔ

②計画

0 1 1560.5 ｔ 45.6

ｔ

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

処理委託量

認定熱回収業者への

処理委託量

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状
水銀使用製品産業廃棄物

ｔｔ
自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

ｔ

【目標】

安定型混合廃棄物

金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずがれき類 安定型混合廃棄物

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

ｔ

0.2 ｔ

0.2

0

ｔ

ｔ

0 1 1560.5 ｔ 46.7 ｔ

【前年度（令和６年度）実績】　

【前年度（令和６年度）実績】　

再生利用業者への

処理委託量

ｔ

廃電気機械器具 廃電池類

ｔ

ｔ

ｔ

水銀使用製品産業廃棄物

0.3 ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

水銀使用製品産業廃棄物

0.3

水銀使用製品産業廃棄物

ｔ

廃電池類

ｔ ｔ

廃電気機械器具 廃電池類

ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

廃電気機械器具 廃電池類

46.5 ｔ 0.3 ｔ

99 ｔ 0.3 ｔ

49.7 ｔ 0.4 ｔ

105.7 ｔ 0.4 ｔ

ｔ ｔ

廃電気機械器具

ｔ

ｔ ｔ ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ



様式第二号の九（第八条の四の六関係）

千葉県知事　  熊谷　俊人 殿

　　　　　　　　　　　 提出者　　

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　

　　　　　　　　　　　　　　　氏  名　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　

処理計画の実施状況を報告します。

項目 目標値 目標値

排 出 量 1485.6 t 1485.6 t

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

1428.5 t

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

1485.6 t

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

※事務処理欄

事 業 の 種 類 G－情報通信業

産業廃棄物処理計画における
計 画 期 間

令和６年4月1日から令和７年3月31日まで

 (日本産業規格　Ａ列4番）

　産業廃棄物処理計画における目標値

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

項目

全 処 理 委 託 量

優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

事 業 場 の 所 在 地
千葉県千葉市中央区富士見1丁目12-17
（千葉市・船橋市・柏市を除く千葉県内各事業所）

東日本電信電話株式会社 千葉事業部

（第1面）

事 業 場 の 名 称

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和７年　6月30 日

〒260-0015

千葉県千葉市中央区富士見1丁目12-17

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和６年度の産業廃棄物

東日本電信電話株式会社　千葉事業部
　　　　千葉事業部長　　井上　暁彦

043-2３９－４９５５



）

排出量

0.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t
自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

不要物等
発生量

項目

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑤自ら熱回収を行った量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

汚泥

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0 t

0.0 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

8.6 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

8.6 t 8.6 t

0.0 t

0.0 t
自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

8.6 t

8.6 t

8.6 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃プラスチック類

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 8.6 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

8.6 t
⑩全処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t
自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 金属くず

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.0 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 t
⑩全処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

1.2 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

1.2 t 1.2 t

0.0 t

0.0 t
自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

1.2 t

1.2 t

1.2 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 1.2 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

1.2 t
⑩全処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

1624.6 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

1624.6 t 1624.6 t

0.0 t

0.0 t
自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

1624.6 t

1624.6 t

1624.6 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： がれき類

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 1624.6 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

1624.6 t
⑩全処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

50.4 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

50.4 t 50.4 t

0.0 t

0.0 t
自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

50.4 t

49.3 t

50.4 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 安定型混合廃棄物

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 49.3 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

50.4 t
⑩全処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.3 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.3 t 0.3 t

0.0 t

0.0 t
自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.3 t

0.3 t

0.3 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 水銀使用製品産業廃棄物

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.3 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.3 t
⑩全処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

105.7 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

105.7 t 105.7 t

0.0 t

0.0 t
自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

105.7 t

49.7 t

105.7 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃電気機械器具

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 49.7 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

105.7 t
⑩全処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.4 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.4 t 0.4 t

0.0 t

0.0 t
自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.4 t

0.4 t

0.4 t

0.0 t

0.0 t

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃電池類

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.4 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.4 t
⑩全処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



(第3面）

備考

1 　翌年度の6月30日までに提出すること。

2 　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)  ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)  ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量

(７)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)  ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 　※欄は記入しないこと。









（第１面）

産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 282-8601

住　所

法人名 成田国際空港株式会社

代表者 藤井 直樹

電話番号 0476-34-5609

事業場の名称 成田国際空港

事業場の所在地 千葉県成田市成田国際空港内

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 運輸業、郵便業 中分類：

②事業の規模

③従業員数 849

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の八（第八条の四の五関係）

令和7年6月30日

千葉県成田市古込字古込1番地1

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

令和7年4月1日 令和8年3月31日

令和6年度　連結売上高2,637億円

④産業廃棄物の
　一連の処理の工程

別紙1参照



（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

排出量 14590.95ｔ 1316.19ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

排出量 62358.96ｔ 1316.19 ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

別紙2参照

【前年度（令和6年度）実績】　

【がれき類】成田空港のエプロン舗装改修工事に際して、既設コンクリート
舗装を活かしたオーバーレイ工法を採用することにより、コンクリート殻の
排出抑制を図った。
【汚泥】外的要因（テナントから排出される汚水、工事車両や荒天により流
出した残土など）による排出のため、抑制に関する事項はなし。

【がれき類】舗装改修に際して、出来る限り既設舗装を活かして殻の発生抑
制を図る。
【汚泥】外的要因（テナントから排出される汚水、工事車両や荒天により流
出した残土など）による排出のため、抑制に関する事項はなし。

【がれき類】
種類：コンクリート殻、アスファルト殻
取組：撤去工種毎に殻運搬車を分けている
【汚泥】
汚泥専用の処理施設を有しているため、分別なし。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

【がれき類】同上
【汚泥】　　同上



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

14590.95ｔ 0ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

62358.96ｔ 0ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

0ｔ 0ｔ

0ｔ 542ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

0ｔ 0ｔ

0ｔ 542ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った産業廃棄
物の量

【がれき類】成田空港の滑走路、誘導路、エプロン等の改修工事に伴って発
生する建設廃材を、再生砕石にクラッシングして工事用資材として有効利用
している。
【汚泥】なし

自ら再生利用を行う産業廃棄物
の量

【がれき類】引き続き、改修工事に伴って発生する建設廃材について、再生
砕石にクラッシングして、工事用資材として有効利用していく。
【汚泥】なし

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った産業廃棄物
の量

自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

【がれき類】改修工事に伴って発生した建設廃材（コンクリートがら及びア
スファルトがら）を、空港内にあるリサイクルプラントにおいて、工事用資
材として再利用するため、破砕処理している。
※破砕処理のみのため減量はなし。
【汚泥】旅客ターミナルビルから排出される厨房排水は、厨房除害施設にて
中間処理し、余剰汚泥をケーキ状に脱水して場外に搬出している。

自ら熱回収を行う産業廃棄物の
量

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量

【がれき類】引き続き、リサイクルプラントにおいて破砕処理を行う。
【汚泥】前年度と同様の取り組みを行う。



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

0ｔ 0ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

0ｔ 0ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

全 処 理 委 託 量 0ｔ 774.18ｔ

0ｔ 721.38ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った産業廃棄物の量

【がれき類】100%再生利用のため、埋立処分・海洋投棄処分はなし。
【汚泥】自己中間処理及び委託中間処理で減量後、100％再生利用のため、な
し。

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う産業廃棄物の量

【がれき類】100%再生利用のため、埋立処分・海洋投棄処分はなし。
【汚泥】自己中間処理及び委託中間処理で減量後、100％再生利用のため、な
し。

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

【汚泥】厨房除害施設から搬出された汚泥は、セメント原料として100%資源
化を実施している。
　雨水処理施設から搬出された汚泥は、脱水処理後に焼却灰にする。焼却灰
をセメント原料として資源化を実施している。
　その他空港内（貨物地区側溝他）から搬出された汚泥は、脱水固化処理後
、セメント副原料として100%資源化を実施している。



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥

全 処 理 委 託 量 0ｔ 774.18ｔ

0ｔ 721.38ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

【がれき類】工事で発生するがれき類については、自己処理で100%再生利用
しているため、処理の委託はなし。
※工事以外で発生するがれき類は発生ベース（突発案件）のため、処理委託
に関する計画はなし。ただし、発生した場合については、がれき類について
再生利用ができる処理業者へ委託する。
【汚泥】前年度と同様の取り組みを行う。



（第６面）

備考
１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。　
２　当該年度の６月30日までに提出すること。
３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。
(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事高（前
年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の
実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理
の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行う
に際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量
した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入するほ
か、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当す
る者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以
外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前
年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。
また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。
７　※欄は記入しないこと。















様式第二号の九（第八条の四の六関係）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 282-8601

住所

法人名 成田国際空港株式会社

代表者 藤井 直樹

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0476-34-5609

事  業  場  の  名  称 成田国際空港

事 業 場 の 所 在 地 千葉県成田市成田国際空港内

事   業   の   種   類 大分類 運輸業、郵便業 中分類

から

　産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 21488.5 t 全処理委託量 807.4 t

20621.7 t 807.4 t

0 t 0 t

59.3 t 0 t

0 t 0 t

（第1面）

令和7年6月30日

千葉県成田市古込字古込1番地1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 6 年度の産業廃棄
物処理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画にお
ける計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の
量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： がれき類 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 14591.0 t

①排出量

14591.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 14591.0 t 14591.0 t 14591.0 t 0.0t 0.0 t

14591.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 汚泥 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

1316.2t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 1316.2 t 572.7 t 30.7 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

542.0 t 0.0 t 542.0 t 0.0 t

0.0 t

774.2 t

⑩全処理委託量 774.2 t

721.4 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 721.4 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.3

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃プラスチック類 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

19.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 19.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

19.0 t

⑩全処理委託量 19.0 t

0.5 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.5 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.4

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 木くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

1.2t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 1.2 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

1.2 t

⑩全処理委託量 1.2 t

1.2 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 1.2 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.5

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 繊維くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

5.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 5.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

5.0 t

⑩全処理委託量 5.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.6

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 金属くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

8.7t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 8.7 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

8.7 t

⑩全処理委託量 8.7 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.7

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 管理型混合廃棄物 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

5.2t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 5.2 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

5.2 t

⑩全処理委託量 5.2 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.8

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 安定型混合廃棄物 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

11.9t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 11.9 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

11.9 t

⑩全処理委託量 11.9 t

4.8 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 4.8 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.9

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃電池類 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.1t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.1 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.1 t

⑩全処理委託量 0.1 t

0.1 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.1 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.10

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 電池類（水銀使用製品） ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

1.3t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 1.3 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

1.3 t

⑩全処理委託量 1.3 t

1.3 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 1.3 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.11

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 照明機器（水銀使用製品） ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

9.2t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 9.2 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

9.2 t

⑩全処理委託量 9.2 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考
１　翌年度の6月30日までに提出すること。
２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。　
３　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入
すること。
４　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入する
こと。
(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量
(2)　②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
(3)　③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量
(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量
(7)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量
(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
(9)　⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量
(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の１１第２号に
該当する者）への処理委託量
(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量　
５　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。
６　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃棄物処理計画の実
施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。



様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 282-8601

住所

法人名 成田国際空港株式会社

代表者 藤井 直樹

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0476-34-5609

事  業  場  の  名  称 成田国際空港

事 業 場 の 所 在 地 千葉県成田市成田国際空港内

事   業   の   種   類 大分類 運輸業、郵便業 中分類

から

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 61.1 t 全処理委託量 61.1 t

0 t 61.1 t

0 t 0 t

0 t 0 t

0 t 0 t

電子情報処理組織の使用に関する事項

特別管理産業廃棄物排出量 6.33 ｔ
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 7.45 ｔ

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

特になし。

（第1面）

令和7年6月30日

千葉県成田市古込字古込1-1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和６年度の特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

特別管理産業廃棄物処理
計画における計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う特別
管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う特別管
理産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減量
する特別管理産業廃棄物
の量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分を行う特別
管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

全前年度（令和5年度）

前年度（令和6年度）

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃酸（廃強酸） ）

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

6.5t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 6.5 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

6.5 t

⑩全処理委託量 6.5 t

6.5 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 6.5 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 汚泥（有害） ）

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

1.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 1.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

1.0 t

⑩全処理委託量 1.0 t

1.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 1.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.3

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： ）

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

PCB汚染物

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.4

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： ）

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

0.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

廃PCB等

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考 
１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 
２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載
した目標値を記入すること。 
４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量
を記入すること。 
(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 
(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 
(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 
(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 
(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 
(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  
(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 
(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 
(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 
(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 
(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第
6条の11第2号に該当する者）への処理委託量 
(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量 
５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入するこ
と。 
６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 
７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理産業廃棄物の排
出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）並びに電子情報
処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへ
の登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その
旨及び理由を含む。）について記入すること



（第１面）

産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 108-0075

住　所

法人名

代表者 足立 正親

電話番号 03-6719-9111

事業場の名称

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 中分類：

②事業の規模

③従業員数

別紙（処理工程）

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の八（第八条の四の五関係）

令和7年6月30日

東京都港区港南二丁目 16番 6号

キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

キヤノンマーケティングジャパン(株) 東京回収センター ／　東京物流センター

千葉県浦安市千鳥11－５　住友倉庫内

令和7年4月1日 令和8年3月31日

I－卸売業，小売業

439,566百万円

30名（当該事業所）

④産業廃棄物の
　一連の処理の工程



（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

別紙（管理体制）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

排出量 4526.13ｔ 1143.07ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

排出量 4435.6ｔ 1120.21 ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画
特になし。

【前年度（令和6年度）実績】　

種類別に分別を徹底することで、グループ内および協力会社での再資源化を
促進し、埋立ゼロ推進。
一部の廃プラスチックを有価売却に切替を実施。

上記の徹底に加え、更に有価性のあるものを売却する事で廃棄物抑制を図る
。

廃機械類、廃プラスチック類、木くずなど、種類により分別保管を行ってい
る。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った産業廃棄
物の量

自ら再生利用を行う産業廃棄物
の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った産業廃棄物
の量

自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

自ら熱回収を行う産業廃棄物の
量

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

全 処 理 委 託 量 4526.13ｔ 1143.07ｔ

108.53ｔ 217.72ｔ

4526.13ｔ 1143.07ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

一部の廃プラスチックを有価売却に切替の実施。

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う産業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃電気機械器具 木くず

全 処 理 委 託 量 4435.6ｔ 1120.21ｔ

106.36ｔ 213.37ｔ

4435.6ｔ 1120.21ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

分別の徹底に加え、更に有価性のあるものを売却する事で廃棄物抑制を図る
。



（第６面）

備考
１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。　
２　当該年度の６月30日までに提出すること。
３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。
(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事高（前
年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の
実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理
の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行う
に際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量
した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入するほ
か、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当す
る者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以
外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前
年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。
また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。
７　※欄は記入しないこと。









様式第二号の九（第八条の四の六関係）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 108-0075

住所

法人名 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

代表者 足立 正親

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 03-6719-9111

事  業  場  の  名  称

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 中分類

から

　産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 5543.86 t 全処理委託量 5543.86 t

t 409.48 t

t 5543.86 t

t t

t t

（第1面）

令和7年6月30日

東京都港区港南二丁目 16番 6号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 6 年度の産業廃棄
物処理計画の実施状況を報告します。

キヤノンマーケティングジャパン(株) 東京回収センター ／　東京物
流センター

千葉県浦安市千鳥11－５　住友倉庫内

I－卸売業，小売業

産業廃棄物処理計画にお
ける計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の
量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃電気機械器具 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

4526.1t

項目 実績値

①排出量 4526.1 t 4526.1 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

4526.1 t

⑩全処理委託量 4526.1 t

108.5 t

4526.1 t

0.0 t 108.5 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 木くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

1143.1t

項目 実績値

①排出量 1143.1 t 1143.1 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

1143.1 t

⑩全処理委託量 1143.1 t

217.7 t

1143.1 t

0.0 t 217.7 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.4

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃プラスチック類 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

16.3t

項目 実績値

①排出量 16.3 t 16.3 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

16.3 t

⑩全処理委託量 16.3 t

3.0 t

16.3 t

0.0 t 3.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.5

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 金属くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

1.4t

項目 実績値

①排出量 1.4 t 1.4 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

1.4 t

⑩全処理委託量 1.4 t

0.0 t

1.4 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考
１　翌年度の6月30日までに提出すること。
２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。　
３　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入
すること。
４　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入する
こと。
(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量
(2)　②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
(3)　③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量
(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量
(7)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量
(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
(9)　⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量
(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の１１第２号に
該当する者）への処理委託量
(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量　
５　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。
６　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃棄物処理計画の実
施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。



（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 130-0026

住　所

法人名 産商ロジスティックス株式会社

代表者 宮 毅

電話番号 03-5809-1028

事業場の名称 産商ロジスティックス株式会社　八街事業所

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 卸売・小売 中分類：

②事業の規模

③従業員数 9

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

令和7年6月5日

東京都墨田区両国二丁目18番7号ハイ
ツ両国駅前 101室

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の減量
その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

千葉県八街市大関37-10

令和7年4月1日 令和8年3月31日

30億

④特別管理産業廃棄
物の一連の処理の工
程

有価購入した自動車用廃鉛バッテリーを屋内にて解体→電解液を抽出→
１立米強化ポリタンプに貯蔵→ローリー車にて回収→特別管理産業廃棄
物として処理委託



（第２面）

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

社長ー業務管理部・現場管理者兼務（処理計画及び実施者）ー作業者

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 有害廃酸

排出量 465.1ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

自社処理により廃棄物抑制を検討、調整を進めている

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 有害廃酸

排出量 400ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

【前年度（令和6年度）実績】　

自社処理による廃棄物抑制の検討、調整、または再資源化による再生材料とし
て活用できないか調整を進めている。

1立米ポリタンクコンテナに分別している。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

1立米ポリタンクコンテナに分別する。



（第３面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 有害廃酸

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 有害廃酸

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 有害廃酸

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 有害廃酸

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った特別管理
産業廃棄物の量

自ら再生利用を行う特別管理産
業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った特別管理産
業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した特
別管理産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う特別管理産業
廃棄物の量

自ら中間処理により減量する特
別管理産業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 有害廃酸

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

有害廃酸

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 有害廃酸

全 処 理 委 託 量 465.1ｔ ｔ

465.1ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

優良認定処理業者へ委託。

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分を行った特別管理
産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種
類
自ら埋立処分行う特別管理産業
廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量



（第５面）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 有害廃酸

全 処 理 委 託 量 400ｔ ｔ

400ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

優良認定処理業者へ委託。

465.1ｔ

（今後実施する予定の取組等）

電子マニフェストの導入を調整中。

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

電子情報処理組織の
使用に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】　

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）



（第６面）

備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関
　　する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入
　　すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。





























様式第二号の九（第八条の四の六関係）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 180-0006

住所

法人名 アイディホーム株式会社

代表者 兼井 雅史

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 050-1714-0288

事  業  場  の  名  称 アイディホーム株式会社

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 中分類

から

　産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 1551.19 t 全処理委託量 1551.19 t

t 1551.19 t

t t

t t

t t

（第1面）

令和7年6月24日

東京都武蔵野市中町1-17-4

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 6 年度の産業廃棄
物処理計画の実施状況を報告します。

東京都武蔵野市中町1-17-4

不動産業、物品賃
貸業

産業廃棄物処理計画にお
ける計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の
量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃プラスチック類 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

3.1t

項目 実績値

①排出量 3.1 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

3.1 t

⑩全処理委託量 3.1 t

3.1 t

0.0 t

0.0 t 3.1 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 紙くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

7.1t

項目 実績値

①排出量 7.1 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

7.1 t

⑩全処理委託量 7.1 t

7.1 t

0.0 t

0.0 t 7.1 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.3

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 木くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

34.6t

項目 実績値

①排出量 34.6 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

34.6 t

⑩全処理委託量 34.6 t

34.6 t

0.0 t

0.0 t 34.6 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.4

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 繊維くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

52.9t

項目 実績値

①排出量 52.9 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

52.9 t

⑩全処理委託量 52.9 t

52.9 t

0.0 t

0.0 t 52.9 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.5

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ガラス陶器くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

99.1t

項目 実績値

①排出量 99.1 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

99.1 t

⑩全処理委託量 99.1 t

99.1 t

0.0 t

0.0 t 99.1 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.6

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 新築系混合廃棄物 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

689.8t

項目 実績値

①排出量 689.8 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

689.8 t

⑩全処理委託量 689.8 t

689.8 t

0.0 t

0.0 t 689.8 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考
１　翌年度の6月30日までに提出すること。
２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。　
３　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入
すること。
４　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入する
こと。
(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量
(2)　②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
(3)　③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量
(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量
(7)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量
(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
(9)　⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量
(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の１１第２号に
該当する者）への処理委託量
(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量　
５　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。
６　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃棄物処理計画の実
施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。



様式第二号の八（第八条の四の五関係）

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本産業規格　Ａ列４番）

〒270-0023

（第１面）

③ 従 業 員 数 1442人

産業廃棄物処理計画書

千葉県柏市中央1-5-5
シマダビル3F

株式会社飯田産業

0471-60-3666

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その
処理に関する計画を作成したので、提出します。

株式会社飯田産業　千葉施工管理部

千葉県柏市中央1-5-5　シマダビル3F

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

① 事 業 の 種 類 K－不動産業，物品賃貸業

② 事 業 の 規 模 売上工事高　5,990,000,000

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

令和7年　6　月　20　日

　　　　千葉施工管理部　中梶智之

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

ガラス陶磁器くず→破砕・選別→再生利用または安定・管理型埋立
石膏ボード→破砕・選別→再生利用または安定・管理型埋立
管理型混合廃棄物→選別→破砕・圧縮→再生利用または管理型埋立



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

紙くず

排出量 5 3

・今後も、現場調達部材、現場加工部材を極力削減し、製品化された部材
を採用することにより、産業廃棄物の排出抑制を継続する。
・今後も、発注依頼数量の精度を高め、余剰材を削減することにより、産
業廃棄物の排出抑制を継続する。

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

分別ルールの周知徹底を図っている。

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

分別品目の細分化を推進し、管理型混合廃棄物の削減を図る。

【前年度（令和6年度）実績】　

（第２面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

排出量 5.95 3

・現場調達部材、現場加工部材を極力削減し、製品化された部材を採用す
ることにより、産業廃棄物の排出抑制を図る。
・発注依頼数量の精度を高め、余剰材を削減することにより、産業廃棄物
の排出抑制を図る。

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

自 ら 中 間 処 理 に よ り 減 量 した
産 業 廃 棄 物 の 量 0 0

紙くず

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

自 ら 中 間 処 理 に よ り 減 量 する
産 業 廃 棄 物 の 量 0 0

（第３面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

自 ら 再生 利用 を行 った
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

【前年度（令和6年度）実績】　

【前年度（令和6年度）実績】　

0 0



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 廃プラスチック類 紙くず

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

全 処 理 委 託 量 _ 5.95 3

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 0 0

再生利用業者への
処 理 委 託 量

0 0

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0 0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0 0

・委託基準に従って、産業廃棄物の処理を委託する業者を選定し、適正な
委託契約を締結している。
・定期的に処分場を視察し、産業廃棄物の処理状況を確認している。

【前年度（令和6年度）実績】　

【前年度（令和6年度）実績】　



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

・今後も、委託基準に従って、産業廃棄物の処理を委託できる業者を選定
し、適正な委託契約の締結を継続する。
・今後も、定期的に委託処分場の現地視察を行い、産業廃棄物の処理状況
の確認を継続する。
・全てのマニフェストを電子化することで、適正なマニフェスト管理を推
進する。

※事務処理欄

0

0

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0 0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0

（第５面）

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

全 処 理 委 託 量 _ 5 3

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 0 0

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

6.6 ｔ 2.938 ｔ 144.1 ｔ 219.54 ｔ 1333.722 ｔ 2.7 ｔ ｔ ｔ

6 ｔ 2.5 ｔ 140 ｔ 210 ｔ 1300 ｔ 2.5 ｔ ｔ ｔ

管理型混合廃棄物 陶磁器くず

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

0 ｔ ｔ

0 ｔ ｔ

ｔ

陶磁器くず

0 ｔ ｔ

0 ｔ ｔ

陶磁器くず

0 ｔ

陶磁器くず

管理型混合廃棄物

0 ｔ
産業廃棄物の量

0ｔ

石膏ボード

ｔ 0

0 0 0 ｔ

②計画

管理型混合廃棄物

ｔ

ｔ

産業廃棄物の量
0 ｔ 0

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

ｔ ｔ0 0

産業廃棄物の種類

ｔ

【前年度（令和６年度）実績】　

管理型混合廃棄物

0 ｔ

木くず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード 陶磁器くず

0 ｔ ｔ0 ｔ

①現状

②計画

【目標】

木くず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード

木くず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

【前年度（令和６年度）実績】　

管理型混合廃棄物

ｔ

ｔ

産業廃棄物の量
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

0 0

0

ｔ 0 ｔ

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード

ｔ 0 ｔ

0自ら再生利用を行った

管理型混合廃棄物

0

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

木くず

ｔ

金属くず

ｔ

②計画

【目標】

0 0 0

0 0 ｔ 0 ｔ

木くず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード

ｔ ｔ

【前年度（令和６年度）実績】　

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら熱回収を行った①現状 0

ｔ

陶磁器くず

ｔ ｔ

【目標】

0

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
0ｔ ｔ

ｔ

木くず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

自ら中間処理により減量する

0



6.6 ｔ 2.938 ｔ 144.1 ｔ 219.54 ｔ 1333.722 ｔ 2.7 ｔ ｔ ｔ

6 ｔ 2.5 ｔ 140 ｔ 210 ｔ 1300 ｔ 2.5 ｔ ｔ ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

0 ｔ ｔ

0 ｔ ｔ

0 ｔ ｔ

0 ｔ ｔ

陶磁器くず

ｔ

0 ｔ ｔ

0 ｔ ｔ

陶磁器くず

0 ｔ ｔ

0 ｔ ｔ

0 ｔ ｔ

陶磁器くず

0 ｔ

0 ｔ

0 ｔ

管理型混合廃棄物

0 ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

管理型混合廃棄物

0

0

0

管理型混合廃棄物

0 ｔ

ｔ

0 ｔ

0

0

ｔ

ｔ

0 0 0 ｔ 0 ｔ

0 0

【前年度（令和６年度）実績】　

【前年度（令和６年度）実績】　

再生利用業者への
処理委託量

ｔ

陶磁器くず

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

ｔ

【目標】

0 0 0

石膏ボード

木くず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード

金属くず

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状
管理型混合廃棄物

0 ｔ0 ｔ

②計画

0 0 0 ｔ 18

0 0 0 ｔ 0

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

処理委託量

認定熱回収業者への

処理委託量

0 0 0 ｔ 0 ｔ

0 0 0 ｔ 0 ｔ

木くず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

0

金属くず

ｔ

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード

0 0 ｔ 0 ｔ

ｔ 0 ｔ

0 0 18.81 ｔ

処理委託量
認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への

処理委託量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

0

②計画

木くず

0 0 0 ｔ 0 ｔ

木くず

認定熱回収業者への

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

処理委託量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への

処理委託量

再生利用業者への



様式第二号の九（第八条の四の六関係）

千葉県知事　  熊谷　俊人 殿

　　　　　　　　　　　 提出者　　

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　

　　　　　　　　　　　　　　　氏  名　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉施工管理部　中梶智之

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　

処理計画の実施状況を報告します。

項目 目標値 目標値

排 出 量 1906.0 t 1906.0 t

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

60.0 t

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

※事務処理欄

事 業 場 の 所 在 地 千葉県柏市中央1-5-5　シマダビル3F

株式会社飯田産業　千葉施工管理部

（第1面）

事 業 場 の 名 称

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和７年　６ 月　２０ 日  

〒270-0023

千葉県柏市中央1-5-5　シマダビル3F

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和６年度の産業廃棄物

株式会社飯田産業

0471-60-3666

事 業 の 種 類 K－不動産業，物品賃貸業

産業廃棄物処理計画における
計 画 期 間

令和６年4月1日から令和７年3月31日まで

 (日本産業規格　Ａ列4番）

　産業廃棄物処理計画における目標値

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

項目

全 処 理 委 託 量

優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量



）

排出量

6.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

6.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

6.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

（産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

廃プラスチック類

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0 t

6.0 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

不要物等
発生量

項目

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑤自ら熱回収を行った量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

3.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

3.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

3.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

3.0 t
⑩全処理委託量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 紙くず

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

6.6 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

6.6 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

6.6 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

6.6 t
⑩全処理委託量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 木くず

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

2.9 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

2.9 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

2.9 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

2.9 t
⑩全処理委託量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 金属くず

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

144.1 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

144.1 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

144.1 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

144.1 t
⑩全処理委託量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

219.5 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

219.5 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

219.5 t

18.8 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

219.5 t
⑩全処理委託量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 18.8 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 石膏ボード

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

1333.7 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

1333.7 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

1333.7 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

1333.7 t
⑩全処理委託量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 管理型混合廃棄物

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

2.7 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

2.7 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

2.7 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

2.7 t
⑩全処理委託量

④のうち熱回収
を行った量 直接 及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量⑦自ら中間処理により

減量した量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量 0.0 t

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した量

(第
２

面
）

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 陶磁器くず

項目

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

有償物量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



(第3面）

備考

1 　翌年度の6月30日までに提出すること。

2 　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)  ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)  ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量

(７)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)  ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 　※欄は記入しないこと。



様式第二号の八（第八条の四の五関係）

千葉県知事 殿

提出者

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

(日本産業規格　Ａ列4番）

東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号　虎ノ門ツインビルディング

令和7年4月1日～令和8年3月31日

不動産業、物品賃貸業
不動産賃貸業・管理業

年間売上高：116億円
主な事業内容：建設業（改装工事等）

149名

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号　虎ノ門ツインビルディング

株式会社ザイマックス　不動産マネジメント事業本部　工事事業部

工事事業部長　土持 大

03-6771-7373

株式会社ザイマックス　不動産マネジメント事業本部　工事事業部

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

別添１ 処理工程図のとおり

（第1面）

①事　業　の　種　類

②事　業　の　規　模

③従　 業　 員 　数

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

産業廃棄物処理計画書

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

住 所

氏 名

電話番号

令和7年6月16日



（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

別添２ 管理体制図のとおり

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃油

排出量 0.22ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃油

排出量 0.2ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

現状の取り組みの継続と徹底

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画
現状の取り組みの継続と徹底

【前年度（令和6年度）実績】　

・産業廃棄物　現場ごと分別の徹底
・廃棄物の分別の細分化
・石綿含有建材分別の徹底

蛍光灯・廃プラスチック類・木くず・金属くず・がれき類・管理型建設混合
廃棄物・石膏ボード・ガラス、陶磁器くず、コンクリートくずに分類

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃油

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

特になし

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃油

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特になし

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃油

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

特になし

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃油

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特になし

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った産業廃棄
物の量

自ら再生利用を行う産業廃棄物
の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った産業廃棄物
の量

自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

自ら熱回収を行う産業廃棄物の
量

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃油

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

特になし

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃油

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特になし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 廃油

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う産業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

・処理委託については書面により契約を行っている。
・可能な範囲で電子マニフェストによる運用をし、処理状況を管理している
。



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃油

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

・従来の許可業者に比して優良認定処理業者、再生利用認定業者等
の活用をより促進したい。



（第６面）

備考
１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。　
２　当該年度の６月30日までに提出すること。
３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。
(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事高（前
年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の
実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理
の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行う
に際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量
した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入するほ
か、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当す
る者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以
外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前
年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。
また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。
７　※欄は記入しないこと。







産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

0.22 t 113.68 t 6.06 t 47.92 t 259.47 t 141.91 t 42.05 t 28.12 t 6.96 t 334.78 t 7.04 t 87.65 t 4.86 t 0.27 t 

【目標】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

0.20 t 102.31 t 5.45 t 43.13 t 233.52 t 127.72 t 37.85 t 25.31 t 6.26 t 301.30 t 6.33 t 78.89 t 4.38 t 0.24 t 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

【目標】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

【目標】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

①現状 産業廃棄物の種類

排　　出　　量

②計画 産業廃棄物の種類

排　　出　　量

0.00 t 0.00 t 

②計画
産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

①現状
産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 
産 業 廃 棄 物 の 量

0.00 t 

産 業 廃 棄 物 の 量
0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

産 業 廃 棄 物 の 量
自ら中間処理により減量した

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

自ら熱回収を行った
0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

産 業 廃 棄 物 の 量

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 

②計画

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

①現状

産業廃棄物の種類

産 業 廃 棄 物 の 量
自ら中間処理により減量する

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 
産 業 廃 棄 物 の 量

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 

0.00 t 

0.00 t 

0.00 t 

0.00 t 

0.00 t 

0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

【目標】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

産業廃棄物の処理の委託に関する事項
【前年度（令和6年度）実績】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

0.22 t 113.68 t 6.06 t 47.92 t 259.47 t 141.91 t 42.05 t 28.12 t 6.96 t 334.78 t 7.04 t 87.65 t 4.86 t 0.27 t 

優 良 認 定 処理 業者 への

処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量
【目標】

廃油
廃プラスチッ
ク類

紙くず 木くず 金属くず
ガラス陶磁器
等くず

廃石膏ボード
コンクリート
片

アス・コン片
その他がれき
類

建設混合廃棄
物（安定型）

建設混合廃棄
物（管理型）

石綿含有産業
廃棄物

水銀使用製品

全処理委託量 0.20 t 102.31 t 5.45 t 43.13 t 233.52 t 127.72 t 37.85 t 25.31 t 6.26 t 301.30 t 6.33 t 78.89 t 4.38 t 0.24 t 

優 良 認 定 処理 業者 への

処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

5.10 t 78.89 t 0.45 t 0.24 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

4.10 t 77.35 t 3.05 t 0.05 t 

①現状
産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 海洋投入処分を行った

産 業 廃 棄 物 の 量
0.00 t 0.00 t 0.00 t 

海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量
0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

①現状

産業廃棄物の種類

全処理委託量

0.22 t 

②計画
産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
0.00 t 

83.98 t 6.06 t 32.24 t 0.00 t 214.38 t 139.10 t 42.05 t 28.12 t 328.86 t 4.55 t 85.94 t 3.38 t 0.05 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

259.47 t 141.91 t 0.22 t 113.68 t 6.06 t 47.92 t 6.96 t 42.05 t 28.12 t 334.78 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 

②計画

産業廃棄物の種類

0.20 t 75.58 t 5.45 t 29.02 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.20 t 102.31 t 5.45 t 43.13 t 6.26 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 

295.97 t 

301.30 t 

5.67 t 87.65 t 0.50 t 0.27 t 

0.00 t 0.00 t 

0.00 t 

0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

192.94 t 125.19 t 37.85 t 25.31 t 

233.52 t 127.72 t 37.85 t 25.31 t 















特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

100.1 ｔ 10.1 ｔ 1.4 ｔ 121 ｔ 1.5 ｔ 5.5 ｔ 0.1 ｔ 0.6 ｔ 1.5 ｔ 0 ｔ

186.4 ｔ 9.1 ｔ 1.5 ｔ 242 ｔ 0.8 ｔ 2.2 ｔ 0.2 ｔ 1 ｔ 0.8 ｔ 0 ｔ

廃油（引火性） 廃油（有害）

0 ｔ 0 ｔ

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項
【前年度（令和６年度）実績】　

廃油（引火性） 廃油（有害）

0 ｔ 0 ｔ

0 ｔ 0 ｔ

廃油（引火性） 廃油（有害）

0 ｔ 0 ｔ

0 ｔ 0 ｔ

廃油（有害）

0 ｔ 0 ｔ

廃油（引火性） 廃油（有害）

0 ｔ 0 ｔ

0 ｔ 0 ｔ行う特別管理

産業廃棄物の量
ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0

自ら埋立処分を
0 ｔ 0 ｔ 0

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ）

ｔ 0

①現状

強酸（有害） 強ｱﾙｶﾘ(有害) 廃酸（有害）

廃酸（有害）

【前年度（令和６年度）実績】　

廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

ｔ 0 ｔｔ 0 ｔ 0

ｔ

廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

自ら埋立処分を
0 ｔ 0 ｔ 0

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ） 強酸（有害） 強ｱﾙｶﾘ(有害)

ｔ 0行った特別管理
産業廃棄物の量

廃油（引火性） 廃油（有害）

0 ｔ 0 ｔ

ｔ

0 ｔ 0 ｔ
特別管理産業廃棄物の量

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

②計画

【目標】

自ら中間処理により減量する
0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

0 ｔ

廃酸（有害） 廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

自ら熱回収を行う
0 ｔ 0 ｔ 0

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ） 強酸（有害） 強ｱﾙｶﾘ(有害)

ｔ 0 ｔ 0 ｔ
特別管理産業廃棄物の量

0 ｔ 0

ｔ 0 ｔ
特別管理産業廃棄物の量

ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0
自ら中間処理により減量した

0 ｔ 0 ｔ 0

特別管理産業廃棄物の量
ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0

ｔ 0

特別管理産業廃棄物の量

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ） 強酸（有害） 強ｱﾙｶﾘ(有害)

【前年度（令和６年度）実績】　

廃酸（有害） 廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

自ら熱回収を行った
0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

0 ｔ 0 ｔ0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ） 強酸（有害）

ｔ 0 ｔ

①現状

強ｱﾙｶﾘ(有害) 廃酸（有害）

廃酸（有害）

【前年度（令和６年度）実績】　

廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

自ら再生利用を行う
0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

自ら再生利用を行った
0 ｔ 0 ｔ 0

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ） 強酸（有害） 強ｱﾙｶﾘ(有害)

ｔ 0 ｔ 0 ｔ
特別管理産業廃棄物の量

0 ｔ 0

廃油（引火性）

廃酸（有害） 廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

排　　出　　量

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ） 強酸（有害） 強ｱﾙｶﾘ(有害)廃油（引火性） 廃油（有害）

強ｱﾙｶﾘ(有害) 廃酸（有害） 廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

排　　出　　量

①現状 特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ） 強酸（有害）

【前年度（令和６年度）実績】　

廃油（引火性） 廃油（有害）



100.1 ｔ 10.1 ｔ 1.4 ｔ 121 ｔ 1.5 ｔ 5.5 ｔ 0.1 ｔ 0.6 ｔ 1.5 ｔ 0 ｔ

186.4 ｔ 9.1 ｔ 1.5 ｔ 242 ｔ 0.8 ｔ 2.2 ｔ 0.2 ｔ 1 ｔ 0.8 ｔ 0 ｔ

ｔ 0 ｔ

186.4 ｔ 9.1 ｔ

0 ｔ 0 ｔ

廃油（引火性） 廃油（有害）

0 ｔ 0 ｔ

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ） 強酸（有害） 強ｱﾙｶﾘ(有害) 廃酸（有害） 廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

ｔ 0 ｔ 0 ｔ熱回収を行う業者への

処理委託量
ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0

認定熱回収業者以外の

0 ｔ 0 ｔ 0

1 ｔ 0.8 ｔ 0 ｔ0.8 ｔ 2.2 ｔ 0.2 ｔ

0 ｔ

0 ｔ 0 ｔ0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

廃酸（有害） 廃ｱﾙｶﾘ（有害） 汚泥（有害） 廃石綿等（飛散性）

全処理委託量

優良認定処理業者への
0 ｔ 0 0 ｔ 0 ｔ

処理委託量

再生利用業者への
0 ｔ 0 ｔ

0 ｔ 0 ｔ

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸（強酸） 廃ｱﾙｶﾘ(強ｱﾙｶﾘ） 強酸（有害） 強ｱﾙｶﾘ(有害)

ｔ 0 ｔ

処理委託量

認定熱回収業者への
1.5 ｔ 242 ｔ

処理委託量

廃油（引火性） 廃油（有害）

0 ｔ 0 ｔ

0

ｔ 0 ｔ 0 ｔ熱回収を行う業者への

処理委託量
ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0

認定熱回収業者以外の

0 ｔ 0 ｔ 00.3 ｔ 0 ｔ

処理委託量
ｔ 5.5 ｔ 0.1 ｔ 0.6

認定熱回収業者への
1.4 ｔ 121 ｔ 1.599.4 ｔ 10.1 ｔ

0 ｔ0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

ｔ 1.5 ｔ 0 ｔ

0 ｔ0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
処理委託量

ｔ 0 ｔ

全処理委託量

優良認定処理業者への
0 ｔ 0 0 ｔ

再生利用業者への
0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ0.4 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

処理委託量







































 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

  令和 ７年 ６月 １０日 

千葉県知事 熊谷 俊人 殿 

 

提出者  〒299-0265            

住 所 千葉県袖ケ浦市長浦５８０－３２  

     氏 名 三井化学株式会社 

                               VISION HUB SODEGAURA代表 柴田 真吾 

      (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０４３８－６２－３６１３    

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  三井化学株式会社 VISION HUB SODEGAURA 

事 業 場 の 所 在 地 
 〒299-0265 

千葉県袖ケ浦市長浦５８０－３２ 

計 画 期 間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 

 大分類：学術研究、専門・技術サービス業    

中分類：学術・開発研究機関 

②事 業 の 規 模  ― 

③従 業 員 数  １３３２人（社員：７４０人、関係・協力・派遣社員：５９２人） 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 

 

 

 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 

別紙添付 

委託業者 
三井化学㈱VISION HUB SODEGAURA 内 

特別管理産業廃棄物発生 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

排 出 量 別紙のとおり 別紙のとおり 

（これまでに実施した取組） 

 ・引火性廃油と一般廃油との分別の徹底 

 ・ミニマム化の推進（埋立率１％以下） 

焼却残渣等の再資源化 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

排 出 量 別紙のとおり 別紙のとおり 

（今後実施する予定の取組） 

 ・廃棄物ミニマム化の継続推進 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 分別種類：①燃えやすい廃油、②燃えやすい廃油（有害）、③廃

油（有害）、④汚泥（有害）、⑤強酸、⑥強酸（有害）、 

⑦廃酸（有害）、⑧強アルカリ、⑨感染性廃棄物、⑩廃水銀 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

る取組） 

 特になし 

 

三井化学㈱各研究所、関係会社 

各グループ 

研究開発企画管理部 

（処理計画統括責任者） 

（処理計画作成担当） 

（廃棄物担当） 

VISION HUB SODEGAURA代表 



 

 

（第３面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類     ―     ― 

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量 
   ―    ― 

（これまでに実施した取組） 

 ― 

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類      ―     ― 

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量 
    ― ― 

（今後実施する予定の取組） 

 ― 

 

 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類     ― ― 

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量 
  ― ― 

自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量 
― ― 

（これまでに実施した取組） 

 ― 

    

  

 

②計画 

【目標】   

特別管理産業廃棄物の種類     ― ― 

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
  ― ― 

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量 
  ― ― 

（今後実施する予定の取組） 

 ― 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類       ―      ― 

自 ら 埋 立 処 分

を 行 っ た 

特別管理産業廃棄物の量 

― ― 

（これまでに実施した取組） 

 ― 

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類      ―     ― 

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

―   ― 

（今後実施する予定の取組） 

 ― 

 

 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類  別紙のとおり  別紙のとおり 

全 処 理 委 託 量  別紙のとおり 別紙のとおり 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
   ―    ― 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
   ―    ― 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
    ―    ― 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

   ―    ― 

（これまでに実施した取組） 

廃棄物処理委託において優良認定を受けた処理業者へ委託をした。 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類   別紙のとおり 別紙のとおり 

全 処 理 委 託 量 別紙のとおり 別紙のとおり 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
―   ｔ ―   ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
    ―   ｔ  ―   ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
―   ｔ ―   ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

―   ｔ ―   ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 廃棄物処理委託において優良認定を受けた処理業者へ委託を行う。 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の使用

に関する事項 

【前年度（令和 ６年度）実績】 

特別管理産業廃棄物 

排 出 量 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 

６３．１ｔ  

（今後実施する予定の取組等） 

 

・令和元年１２月から一部電子マニフェストでの運用開始 

・令和２年２月から全産業廃棄物を電子マニフェストで運用開始 

・令和２年度から全産業廃棄物を電子マニフェストで運用 

 

 

※事務処理欄 

  

 

 

 

 



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 

 



別紙資料（第２面）

　　特別管理産業廃棄物の搬出の抑制に関する事項

　①現状

燃えやすい
廃油

燃えやすい廃油
（特定有害）

廃油
（特定有害）

汚泥
（特定有害）

強酸
強酸

（特定有害）
廃酸

（特定有害）
強アルカリ

感染性
廃棄物

廃水銀

５５．０９ｔ　　 ０．００４ｔ　　 ３．１６ｔ　　 ０．０００３ｔ　　 ７．３３ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ０．０００６ｔ　　 １．９６ｔ　　 ０．０６ｔ　　 ０ｔ　　

　②計画

燃えやすい
廃油

燃えやすい廃油
（特定有害）

廃油
（特定有害）

汚泥
（特定有害）

強酸
強酸

（特定有害）
廃酸

（特定有害）
強アルカリ

感染性
廃棄物

廃水銀

５０．００ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ２．００ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ７．００ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ２．００ｔ　　 ０．０６ｔ　　 ０．０５ｔ　　

　（今後実施する予定の取組）

・引火性廃油と一般廃油との分別徹底
・廃棄物ミニマム化の推進（埋立率１％以下）焼却残渣等の再資源化

・廃棄物ミニマム化の継続推進

特別管理廃棄物の
種類

排出量

　（これまでに実施した取組）

　【　目　標　】

特別管理廃棄物の
種類

排出量



別紙資料（第４面）

　　特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

燃えやすい
廃油

燃えやすい
（特定有害）

廃油
（特定有害）

汚泥
（特定有害）

強酸
強酸

（特定有害）
廃酸

（特定有害）
強アルカリ

感染性
廃棄物

廃水銀

５５．０９ｔ　　 ０．００４ｔ　　 ３．１６ｔ　　 ０．０００３ｔ　　 ７．３３ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ０．０００６ｔ　　 １．９６ｔ　　 ０．０６ｔ　　 ０ｔ　　

　①現状
優良認定処理業者への

処理委託量
５５．０９ｔ　　 ０．００４ｔ　　 ３．１６ｔ　　 ０．０００３ｔ　　 ７．３３ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ０．０００６ｔ　　 １．９６ｔ　　 ０．０６ｔ　　 ０ｔ　　

再生利用業者への
処理委託量

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

認定熱回収業者への
処理委託量

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

認定熱回収業者以外
の

熱回収を行う業者への
処理委託量

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

・廃棄物処理委託において優良認定を受けた処理業者へ委託を行う。

　【　前年度　（　令和　６年度　）　実績　】

特別管理廃棄物の種類

　全処理委託量

　（これまで実施した取組）



別紙資料（第５面）

　　特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

燃えやすい
廃油

燃えやすい
（特定有害）

廃油
（特定有害）

汚泥
（特定有害）

強酸
強酸

（特定有害）
廃酸

（特定有害）
強アルカリ

感染性
廃棄物

廃水銀

５０．００ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ２．００ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ７．００ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ２．００ｔ　　 ０．０６ｔ　　 ０．０５ｔ　　

　②計画
優良認定処理業者への

処理委託量
５０．００ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ２．００ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ７．００ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ０．０１ｔ　　 ２．００ｔ　　 ０．０６ｔ　　 ０．０５ｔ　　

再生利用業者への
処理委託量

０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　

認定熱回収業者への
処理委託量

０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　

認定熱回収業者以外
の

熱回収を行う業者への
処理委託量

０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　 ０ｔ　　

※事務処理欄

・廃棄物処理委託において優良認定を受けた処理業者へ委託を行う。

　【　目　標　】

特別管理廃棄物の種類

　全処理委託量

　（今後実施する予定の取組）



④特別管理産業廃棄物の一連の処理の工程 別紙資料（第１面）

感染性産業廃棄物

委託処理

中間処理：焼却

中間処理：焼却

再資源化

再資源化

再資源化

三井化学㈱ VISION HUB SODEGAURA内
特別管理産業廃棄物発生

開発研究工程

健康管理室

特別管理産業廃棄物の種類 委託処理（中間処理の方法） 最終処分の方法発生場所

残渣：管理型埋立

再資源化

再資源化

再資源化

中間処理：焼却

中間処理：中和・焼却

中間処理：中和

中間処理：中和・焼却

中間処理：中和汚泥（有害）

廃水銀 中間処理：焙焼・精製 再生・管理型埋立

中間処理：中和

中間処理：焼却 再資源化

再資源化

燃えやすい廃油

燃えやすい廃油（有害）

廃油（有害）

強酸

強酸（有害）

廃酸（有害）

強アルカリ



様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

千葉県知事　  熊谷　俊人 殿

　　　　　　　　　　　　提出者　〒299-00265

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　千葉県袖ケ浦市長浦５８０－３２　

氏  名　三井化学株式会社　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VISION HUB SODEGAURA代表　　柴田　真吾

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　０４３８－６２－３６１３

　　

項目 目標値 項目 目標値

排 出 量 63.1 t 全 処 理 委 託 量 63.1 t

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0 t
優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量

63.1 t

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0 t
再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0.0 t

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

0.0 t
認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0.0 t

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0 t
認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0.0 t

前々年度 58.4 t

前 年 度 67.6 t

事 業 場 の 所 在 地
　〒299-0265
　千葉県袖ケ浦市長浦５８０－３２

　三井化学株式会社　VISION HUB SODEGAURA

（第1面）

事 業 場 の 名 称

令和　７年　 ６月　１０ 日

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

　産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和６年度の特別管理

事 業 の 種 類
　大分類：学術研究、専門・技術サービス業
　中分類：学術・開発研究機関

特別管理産業廃棄物処理計画
に お け る 計 画 期 間

　令和６年４月１日から令和７年３月３１日

 (日本工業規格　Ａ列4番）

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

特別管理産業廃棄物排出量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

　電子情報処理組織の使用に関する事項

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

・令和元年１２月から一部電子マニフェストでの運用開始
・令和２年２月：全産業廃棄物を電子マニフェストで運用開始
・令和２年度～６年度：全産業廃棄物を電子マニフェストで運用

※事務処理欄



）

排出量

55.1 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

55.1 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

55.1 t
55

55.1 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

55.1 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

燃えやすい廃油

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

55.1 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

3.2 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

3.2 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

3.2 t
3

3.2 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

3.2 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

3.2 t

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

④のうち熱回収
を行った量

不要物等
発生量

項目

廃油（有害）

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.0003 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0003 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.0003 t
0

0.0003 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0003 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

汚泥（有害）

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0003 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

7.3 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

7.3 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

7.3 t
7

7.3 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

7.3 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

7.3 t

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

④のうち熱回収
を行った量

不要物等
発生量

項目

強酸

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.001 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.001 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.001 t
0

0.001 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.001 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

廃酸（有害）

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.001 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

2.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

2.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

2.0 t
2

2.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

2.0 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

2.0 t

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

④のうち熱回収
を行った量

不要物等
発生量

項目

強アルカリ

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤

⑩



）

排出量

0.06 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.06 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.06 t
0

0.06 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.06 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

感染性廃棄物

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.06 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.004 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.004 t
0

0.004 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.004 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.004 t

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

④のうち熱回収
を行った量

不要物等
発生量

項目

燃えやすい廃油（有害）

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.012 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.012 t
0

0.012 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.012 t

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

不要物等
発生量

自ら直接
再生利用した量

項目 自ら中間処理した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑤自ら熱回収を行った量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

強酸（有害）

④のうち熱回収
を行った量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.012 t
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

計画の実施状況

有償物量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



）

排出量

0.0 t

実績値
自ら中間処理した

後の残さ量
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0.0 t

0.0 t

0.0 t

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0

0.0 t
0

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定処理
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 t

自ら中間処理した量

⑦自ら中間処理により
減量した量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

④のうち熱回収
を行った量

不要物等
発生量

項目

廃水銀

⑤自ら熱回収を行った量

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

（特別管理産業廃棄物の種類：

(第
２

面
）

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

直接 及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

①

②

③

⑪

④

⑩

⑭

⑬

⑫

⑧

⑨⑥

⑦⑤



(第３面)

備考

１　翌年度の６月30日までに提出すること。

２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３　「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃
棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。

４　第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)
から(14)に掲げる量を記入すること。

(1) ①欄　当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2) ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3) ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

(4) ④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5) ⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

(6) ⑥欄　自ら中間処理をした後の量

(7) ⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8) ⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9) ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
（以下「令」という。）第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
焼却処理委託量

５　第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの
実績値を記入すること。

６　特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２
面の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面
を添付すること。

７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管
理産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げ
るものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した
電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含
む。）について記入すること。

８　※欄は記入しないこと。























































































（第１面）

産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 213-0012

住　所

法人名 株式会社サニクリーン東京

代表者 関根 達也

電話番号 044-977-1515

事業場の名称 株式会社サニクリーン東京　千葉工場

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： サービス業 中分類：

②事業の規模

③従業員数

別紙（処理工程）

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の八（第八条の四の五関係）

令和7年4月25日

神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP 
D棟11階 1142号室

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

千葉県袖ケ浦市椎の森385-22

令和7年4月1日 令和8年3月31日

前年度の製造品出荷額　70億円

90名

④産業廃棄物の
　一連の処理の工程



（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

別紙（管理体制）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

排出量 922.6ｔ 86.5ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

排出量 913.35ｔ 85.67 ｔ

（今後実施する予定の取組）

設備の整備を行い機械の能力を最大限活かして、汚泥発生量の抑制を行う。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

【前年度（令和6年度）実績】　

廃水処理設備の各槽の清掃整備を実施した。その後、薬品投入量・廃水処理
稼働時間の見直しを行い汚泥発生量の抑制を行った。

金属・廃プラスチックの複合品について、再資源化の為分解・分別作業を実
施。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

0ｔ 0ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った産業廃棄
物の量

自ら再生利用を行う産業廃棄物
の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った産業廃棄物
の量

自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

自ら熱回収を行う産業廃棄物の
量

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

0ｔ 0ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

0ｔ 0ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

全 処 理 委 託 量 922.6ｔ 86.5ｔ

230ｔ 33.7ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う産業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

汚泥の優良認定処理業者への処理委託実施。　　　　　    　　　　　　　
　　　　　　　       廃乾電池の優良認定処理業者への処理委託実施。



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック

全 処 理 委 託 量 913.35ｔ 85.67ｔ

227.65ｔ 33.38ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

（今後実施する予定の取組）

新たに優良認定処理業者への処理委託への移行。

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量



（第６面）

備考
１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。　
２　当該年度の６月30日までに提出すること。
３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。
(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事高（前
年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の
実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理
の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行う
に際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量
した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入するほ
か、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当す
る者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以
外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前
年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。
また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。
７　※欄は記入しないこと。











様式第二号の九（第八条の四の六関係）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 213-0012

住所

法人名 株式会社サニクリーン東京

代表者 関根 達也

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 044-977-1515

事  業  場  の  名  称 株式会社サニクリーン東京　千葉工場

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 サービス業 中分類

から

　産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 1026.6 t 全処理委託量 1026.6 t

t 212.1 t

t t

t t

t t

（第1面）

令和7年4月25日

神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP D棟11
階 1142号室

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 6 年度の産業廃棄
物処理計画の実施状況を報告します。

千葉県袖ケ浦市椎の森385-22

産業廃棄物処理計画にお
ける計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の
量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 汚泥 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

922.6t

項目 実績値

①排出量 922.6 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

922.6 t

⑩全処理委託量 922.6 t

230.0 t

0.0 t

0.0 t 230.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.2

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃プラスチック類 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

86.5t

項目 実績値

①排出量 86.5 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

86.5 t

⑩全処理委託量 86.5 t

33.7 t

0.0 t

0.0 t 33.7 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.3

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 金属くず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

12.7t

項目 実績値

①排出量 12.7 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

12.7 t

⑩全処理委託量 12.7 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.4

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ガラスくず ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

0.5t

項目 実績値

①排出量 0.5 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.5 t

⑩全処理委託量 0.5 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.5

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 廃乾電池 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

2.7t

項目 実績値

①排出量 2.7 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

2.7 t

⑩全処理委託量 2.7 t

2.7 t

0.0 t

0.0 t 2.7 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.6

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

1.5t

項目 実績値

①排出量 1.5 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

1.5 t

⑩全処理委託量 1.5 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

木くず(木製パレット)

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.7

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.8

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.9

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.10

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.11

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.12

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.13

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.14

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.15

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.16

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.17

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.18

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.19

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



N0.20

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

①排出量

項目 実績値

①排出量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t

0.0 t

0.0 t

⑩全処理委託量 0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考
１　翌年度の6月30日までに提出すること。
２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。　
３　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入
すること。
４　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入する
こと。
(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量
(2)　②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
(3)　③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量
(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量
(7)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量
(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
(9)　⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量
(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の１１第２号に
該当する者）への処理委託量
(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量　
５　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。
６　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃棄物処理計画の実
施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。



（第１面）

産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 289-2505

住　所

法人名 株式会社　千葉県食肉公社

代表者 鵜澤 国夫

電話番号 0479-62--1073

事業場の名称 株式会社　千葉県食肉公社

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： サービス業 中分類： その他のサービス業

②事業の規模

③従業員数

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の八（第八条の四の五関係）

令和7年4月29日

千葉県旭市鎌数6354番地の3

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

千葉県旭市鎌数6354番地の3

令和7年4月1日 令和8年3月31日

前年度の製造品出荷額122億円

107人（正社員81人　パート26人）

④産業廃棄物の
　一連の処理の工程

工場内排水→浄化槽→排水（公共用水域へ）
　　　　　　　↓
　　　　　　余剰汚泥→脱水→焼却（委託）　　　→最終処分
　　　　　　　　　　　　　→工業汚泥肥料　　　→農家
　　　　　　　　　　　　　→発酵堆肥化（委託）→農家



（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥

排出量 278078ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

排水処理施設の清掃・点検・整備を行う。

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

排出量 300000ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

工場内の使用水量を見直し廃棄物の排出抑制を目指す。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

社長→専務→　総務部　→総務課
　　　　　→施設管理部→施設管理課（処理計画作成担当　廃棄担当）
　　　　　　　　　　　→製造一課
　　　　　→　製造部　→製造二課　
　　　　　　　　　　　→品質管理課
　　　　　→　常務　　→営業部→営業課
　　　　　　　　　　　

【前年度（令和6年度）実績】　

1種類なので無し。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

1種類なので無し。



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥

1638ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

堆肥として再生利用する農家等に運搬している。

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

1100ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

堆肥として再生利用できる農家等をさがす。

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥

0ｔ ｔ

274389ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

0ｔ ｔ

296400ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った産業廃棄
物の量

自ら再生利用を行う産業廃棄物
の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った産業廃棄物
の量

自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

脱水機の点検・整備。

自ら熱回収を行う産業廃棄物の
量

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量

脱水機の点検・整備。
凝集剤の選定。



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

これまでに自社で埋立処分又は海洋投入処分を行ったことはない。

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

引き続き予定はない。

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥

全 処 理 委 託 量 2051ｔ ｔ

327ｔ ｔ

1333ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う産業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

汚泥を発酵堆肥施設で農地還元として再生利用できる委託業者に処理を委託
している。



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

全 処 理 委 託 量 2500ｔ ｔ

200ｔ ｔ

2200ｔ ｔ

ｔ ｔ

100ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

堆肥として再生利用できる委託業者へ委託を目指す。

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量



（第６面）

備考
１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。　
２　当該年度の６月30日までに提出すること。
３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。
(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事高（前
年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の
実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理
の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行う
に際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量
した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入するほ
か、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当す
る者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以
外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前
年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。
また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。
７　※欄は記入しないこと。



様式第二号の九（第八条の四の六関係）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 289-2505

住所

法人名 株式会社　千葉県食肉公社

代表者 堀江 正樹

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0479-62-1073

事  業  場  の  名  称 株式会社　千葉県食肉公社

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 サービス業 中分類 その他サービス業

から

　産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 300000 t 全処理委託量 2500 t

1100 t 200 t

t 2200 t

296400 t t

t 100 t

（第1面）

令和7年4月29日

千葉県旭市鎌数6354番地の3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 6 年度の産業廃棄
物処理計画の実施状況を報告します。

千葉県旭市鎌数6354番地の3

産業廃棄物処理計画にお
ける計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の
量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類： 汚泥 ）

※単位はｔです。半角数字のみ入力してください。

有償物量

0.0 t 1638.0 t

①排出量

278078.0t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 278078.0 t 278078.0 t 3689.0 t 0.0t 1333.0 t

1638.0 t

0.0 t

274389.0 t 0.0 t 274389.0 t 0.0 t

0.0 t

2051.0 t

⑩全処理委託量 2051.0 t

327.0 t

1333.0 t 0.0 t

0.0 t 327.0 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分又は海洋投入処

分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考
１　翌年度の6月30日までに提出すること。
２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。　
３　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入
すること。
４　第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入する
こと。
(1)　①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量
(2)　②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
(3)　③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
(4)　④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
(5)　⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量
(6)　⑥欄　自ら中間処理をした後の量
(7)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量
(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
(9)　⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量
(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の１１第２号に
該当する者）への処理委託量
(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量　
５　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。
６　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃棄物処理計画の実
施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。



（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者 100-0011

住　所 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号

法人名 大平興産株式会社

代表者 石間 亘

電話番号 03-3593-6151

事業場の名称 大平興産株式会社　大塚山処分場

事業場の所在地

計画期間 から

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 大分類： 中分類： 廃棄物処理業

②事業の規模

③従業員数

別紙参照

（日本産業規格　Ａ列４番）　　　

 様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

令和7年6月16日

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の減量
その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

千葉県富津市高溝字左リ沢395番1の一部、396番1の一部

令和7年4月1日 令和8年3月31日

サービス業（他に分
類されないもの）

売上高：14億円

21人（正社員20人、パート1人）

④特別管理産業廃棄
物の一連の処理の工
程



（第２面）

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

別紙参照

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

排出量 1695.29ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

特に実施した取組はなし。

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

排出量 1600ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

【前年度（令和6年度）実績】　

　廃棄物最終処分場の浸出水処理工程から発生する廃酸のため、排出量が降雨
量等に依存し排出の抑制が困難なため実施する予定の取組は現在のところなし
。
　排出量の減量が可能な方法の模索を引続き継続する。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



（第３面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら再生利用を行った特別管理
産業廃棄物の量

自ら再生利用を行う特別管理産
業廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら熱回収を行った特別管理産
業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した特
別管理産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う特別管理産業
廃棄物の量

自ら中間処理により減量する特
別管理産業廃棄物の量



（第４面）

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

廃酸

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

全 処 理 委 託 量 1695.29ｔ ｔ

689.06ｔ ｔ

1162.13ｔ ｔ

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

優良認定処理業者及び再生利用業者への委託を心掛けている。

【前年度（令和6年度）実績】　

自ら埋立処分を行った特別管理
産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種
類
自ら埋立処分行う特別管理産業
廃棄物の量

【前年度（令和6年度）実績】　

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量



（第５面）

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃酸

全 処 理 委 託 量 1600ｔ ｔ

650ｔ ｔ

1097ｔ ｔ

0ｔ ｔ

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

1695.29ｔ

（今後実施する予定の取組等）

既に、電子マニフェストを導入済。

※事務処理欄

優良認定処理業者への処理
委託量

再生利用業者への処理委託
量

認定熱回収業者への処理委
託量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

引続き委託先の開拓を進め、優良認定処理業者及び再生利用業者を中心に処理
の委託を目指す。

電子情報処理組織の
使用に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】　

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）



（第６面）

備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関
　　する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入
　　すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。







様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

千葉県知事　  熊谷　俊人　殿

提出者 100-0011

住所 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号

法人名 大平興産株式会社

代表者 石間 亘

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 03-3593-6151

事  業  場  の  名  称 大平興産株式会社　大塚山処分場

事 業 場 の 所 在 地

事   業   の   種   類 大分類 中分類 廃棄物処理業

から

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排出量 1600 t 全処理委託量 1600 t

0 t 242 t

0 t 858 t

0 t 0 t

0 t 0 t

電子情報処理組織の使用に関する事項

特別管理産業廃棄物排出量 1637.48 ｔ
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 1695.29 ｔ

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

既に、電子マニフェストを導入済

（第1面）

令和7年6月16日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和 ５ 年度の特別
管理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

千葉県富津市高溝字左リ沢395番1の一部、396番1の一部

サービス業（他に分
類されないもの）

特別管理産業廃棄物処理
計画における計画期間

令和6年4月1日 令和7年3月31日

自ら再生利用を行う特別
管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者
への処理委託量

自ら熱回収を行う特別管
理産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減量
する特別管理産業廃棄物
の量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

自ら埋立処分を行う特別
管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

全前年度（令和5年度）

前年度（令和6年度）

 (日本産業規格　Ａ列4番）



N0.1

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類： 廃酸 ）

有償物量

0.0 t 0.0 t

①排出量

1695.3t 0.0 t

項目 実績値

①排出量 1695.3 t 0.0 t 0.0 t 0.0t 1162.1 t

0.0 t

0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t

1695.3 t

⑩全処理委託量 1695.3 t

689.1 t

1162.1 t 0.0 t

0.0 t 689.1 t

0.0 t

（第2面）　　　　　　　　　　　

不
要
物
等
発
生
量

②自ら直接再生利
用した量

⑧自ら中間処理した後再生
利用した量

③自ら直接埋立処
分した量

⑥自ら中間処理
した後の残さ量

⑨自ら中間処理した後自ら
埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑫ ⑩のうち再生
利用業者への処

理委託量
④自ら中間処理した

量

②＋⑧自ら再生利用
を行った量

⑤自ら熱回収を行っ
た量

⑤ ④のうち熱回収を
行った量

⑦自ら中間処理
により減量した量

⑬ ⑩のうち熱回
収認定業者への

処理委託量

⑦自ら中間処理により
減量した量

⑩直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分
又は海洋投入処分を
行った量

⑭ ⑩のうち熱回
収認定業者以外
の熱回収を行う
業者への処理委

託量
⑪優良認定処理業者
への処理委託量

⑫再生利用業者への
処理委託量

⑪ ⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑬熱回収認定業者へ
の処理委託量

⑭熱回収認定業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



 

(第3面）
備考 
１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 
２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載
した目標値を記入すること。 
４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量
を記入すること。 
(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 
(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 
(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 
(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 
(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 
(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  
(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 
(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 
(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 
(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 
(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第
6条の11第2号に該当する者）への処理委託量 
(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 
(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の
認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 
(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量 
５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入するこ
と。 
６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 
７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理産業廃棄物の排
出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）並びに電子情報
処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへ
の登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その
旨及び理由を含む。）について記入すること
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